
データヘルス計画の推進に向けて 

厚生労働省保険局保険課  
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保険者の果たすべき機能  
※平成24年度厚生労働省委託事業（平成25年３月みずほ情報総研株式会社）「保険者機能のあり方と評価に関する調査研究報告書」による。 

   

①被保険者の適用（資格管理） 
・適正に被保険者の適用・資格管理を行うこと。 
 

②保険料の設定・徴収 

 ・加入者のニーズを把握し、保険給付費等に見合った保険料率の合意・決定を自律的に行い、確実に保険
料を徴収することにより安定的な財政運営を行うこと。 

 
③保険給付（付加給付も含む） 
・必要な法定給付を行うほか、加入者のニーズを踏まえ付加給付を行うこと。 
 

④審査・支払 
・レセプト点検の実施や療養費の点検・審査強化などを通じて、適正な審査・支払を行うこと。 
 

⑤保健事業等を通じた加入者の健康管理 

・レセプトデータ・健診データを活用し、加入者のニーズや特徴を踏まえた保健事業等を実施し、加入者の
健康の保持増進を図ること。 

・加入者に対し、保険制度や疾病予防・健康情報、医療機関の選択に役立つ情報について啓発や情報提
供を行うこと。 
・医療機関等との連携を密にし、加入者に適切な医療を提供すること。 

 
⑥医療の質や効率性向上のための医療提供側への働きかけ 
・医療費通知や後発医薬品の使用促進などにより医療費の適正化を図り、加入者の負担を減らすこと。 

・レセプトデータ等の活用による医療費等の分析、医療関連計画の策定への参画、診療報酬の交渉などに
より良質な医療を効率的に 提供するよう医療提供側へ働きかけること。 2 



何のためのデータヘルスか？ 

 ○保険者としての原点に立ち返る必要 
 保険者機能とは何か 
 一番大切なのは加入者の健康を守ること 

 
 ○データヘルスはそのための一つのツール 
 加入者への働きかけ、事業主・財政当局の問題意識を喚起 
 説明責任を果たすこと。 
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普
及
率

医療機関のレセプト電子化の推移（レセプト件数ベース）

医科（病院）

医科（診療所）

歯科

調剤

請求月

99.9%

99.9% 99.9%

76.0%

40.7%

99.9%

4.6%0.0%

95.7%

85.8%

98.6%

86.7%

62.9%

25.0%

99.9%

97.9%
調剤 医科（病院）

歯科

医科（診療所）

67.9%

99.9%

99.4%

91.0%

31.5% 原則電子化時期

医科病院：２２．１請求分～

調 剤：２２．１請求分～

医科診療所：２２．８請求分～

歯科診療所：２３．５請求分～

99.9%

99.9%

93.0%

46.4%

94.4%

55.7%
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特定健診結果 レセプト情報 電子データ 

保険者 

加入者の健康・医療情報を電子的に保有 

レ セ プ ト ：約92％ 
特定健診 ：約70％ (健保組合) 

→ データ分析に基づく保健事業 （データヘルス） が可能に 

レセプトと健診のデータがあれば最大限どういう健康支援ができるか 
その答えを費用対効果の測定と検証により、見出していく 

加入者の健康課題の分析 

データヘルスの発想 

電子データ 

これらの情報をＩＤ付きで持っている
のは、保険者だけ！ 
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「データヘルス計画」とは 

Plan（計画） 

・データ分析に基づく事業の立案 
 ○健康課題、事業目的の明確化 
 ○目標設定 
 ○費用対効果を考慮した事業選択 
  (例) -  加入者に対する全般的・個別的な情報提供 
       -  特定健診・特定保健指導等の健診・保健指導 
               -  重症化予防 

Check（評価） 

・データ分析に基づく効果測定・評価 

Act（改善） 

・次サイクルに向けて修正 

「データヘルス計画」 
レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく 

効率的・効果的な保健事業をＰＤＣＡサイクルで実施するための事業計画 

Do（実施） 

・事業の実施 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
事
例
集 

作
成 

「
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
保
健
事
業
の
実
施
等
に

関
す
る
指
針
」
の
改
定 

健康保険組合における「データヘルス計画」の実施スケジュール 

計画に基づく事業実施 
（３年間） 

計画策定に向けた 
講習会等の実施 

計画に基づく事業実施 
（３年間） 

 「日本再興戦略」（平成２５年６月１４日閣議決定）等に沿って、平成26年度中にデータヘルス計画（事業実施期間３
年間）を策定・公表し、その後は少なくとも年１回の評価・見直しを求める予定。 

先進的な保健事業の実証等 

   モデル 
   計画の 
   取りま 
   とめ 

 
 

   

計画策定
のための
ガイドラ
インの 
作成 

計画の 
公表 

（計画策定） （準備） 

普
及
支
援
事
業 

計
画
の
策
定 

モ
デ
ル
計
画 

有識者による「デー
タヘルス計画推進会
議」の開催 

組合向け 
説明会の 
実施 

モデル的「データ 
ヘルス計画」作成 
（約５０組合) 

全ての健康保険組合において計画の策定 
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理事長 理事長代理 常務理事 組合事務 

人数 １４３１ １２２ １５４９ ９１６９ 

内）専従者 ５０ ５ １００５ ８５９９ 

専従者率 ３．５％ ４．１％ ６４．９％ ９３．８％ 

健康保険組合の 
専門スタッフ 

事業主の専門スタッフ 外部委託 

単位 組合 ％ 組合 ％ 組合 ％ 

配置して
いる 

３３４ 
 

２５ 
 

配置 
している 

１０９ 
 
 

８．２ 委託 
している 

２８ 
 

２．１ 

委託 

していな
い 

８１ ６．１ 

配置 

していな
い 

２２５ 
 

１６．９ 委託 
している 

５８ 
 

４．３ 

委託 

していな
い 

１６７ １２．５ 

配置 

していな
い 

１，０００ 
 

７５ 配置 
している 

３３９ ２５．４ 委託 
している 

９１ ６．８ 

委託 

していな
い 

２４８ １８．６ 

配置 

していな
い 

６６１ ４９．６ 委託 
している 

１１３ ８．５ 

委託 

していな
い 

５４８ ４１．１ 保健福祉事業実施状況等調
査～平成22年度実績～＜健
康保険組合連合会＞ 

健康保険組合の現勢（平成25

年3月末現在＜健康保険組合
連合会＞ 

8 

健康保険組合の体制 



「データヘルス計画」策定の手引きについて 

本手引きは、「データヘルス計画」策定の基本的な考え方を示すもので
ある。 

「データヘルス計画」策定に際しては、健保毎の特性を踏まえ、身の丈に
応じた事業範囲を定めることとしている。 

本手引きは、まずは、全ての健保が、基本的な「データヘルス計画」（い
わゆる梅レベル）を策定できることを目指すものである。 

 （⇒全健保が利用可能である「レセプト管理・分析システム｣を活用することを想
定） 

 

※一部の先進的な健保については、本手引きを踏まえつつ、独自の分析結果を
用いて取組みを進めることも期待される。 

手引きの目的・位置付け 
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「データヘルス計画」が目指すもの 

データヘルス計画の戦略 

見える化 保険事業の質の向上 職場環境の整備 

加入者・事業主に
とってうれしいことか 

健康課題の明確化 オーダーメイド型の保
健事業の提供 

モチベーション向上 
健康経営の視点 

今までとは何が違う
か 

（他の健保とは何が
違うか） 

ビックデータの活用 

（レセプト・特定健
診データ等の活用） 

目的・課題に応じた保
健事業の設計 

事業主・健保組合の
連携による職場環境
の整備 

保険者が果たす役割 効果の見える化 

（保険事業の目標・
評価指標の設定） 

独自の保険事業を設
計する 

（効果的かつ効率的な
保険事業） 

事業主との協働 
健康課題の共有 
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「データヘルス計画」の特徴 

 

１．レセプト・特定健診データの活用による 

  ① 組合や事業所における全体的な健康状況・受診状況・ 

    医療費状況の把握 

  ② 健康リスクの階層化、介入効果が高い対象者の抽出 

  ③ 事業の評価 
 

 

２．身の丈に応じた事業範囲 

  ① 加入者に対する全般的・個別的な情報提供（一次予防） 

  ② 特定健診・特定保健指導等の健診・保健指導 

  ③ 重症化予防 
 

 

３．コラボヘルス（事業主との協働） 
 

 

４．外部専門事業者の活用 

～被用者保険者の持つ強みや特性を踏まえた展開～ 

11 



12 

STEP１ 
 

これまで実施してきた保険事業を整理する 
加入者の属性、事業所の概要、健保組合・事業所の取組みを整理 

 

STEP２ 

 
基本分析で現状を把握する 

健康課題を把握するため、他の健保組合や自健保組合の過去と比較 
 

 
健康課題を抽出する 

現状把握からみえる健康課題を抽出し、併せて解決の方向性を整理 
 

STEP３ 

 
課題に対応した事業を選定する 

抽出した健康課題に対応した保健事業を、基盤となる事業・個別の事業ごとに設計 
 

 
目標、評価指標を設定する 

設定した保健事業について、（数値）目標と評価指標を設定 
 

「データヘルス計画」策定の手順 



まずは、これまで実施してきた保健事業を整理する 

事業名 事業の目的及び概要 

特
定
健
診 

事
業 

巡回型イベント型 
健診 

受診勧奨コール 

特
定
保

健
指
導 

特定保健指導 

体
育 

奨
励 

事
業 

 ウォーキング 

保
健
指
導 

宣
伝
事
業 

 機関誌発行 

医療費適正化対策  

疾
病
予
防
事
業 

 
ハイリスクアプローチ 

 

事業所別活動 

喫煙者向け事業 

 婦人科健診 

そ
の
他 

Web版健康管理 

保養所の運営 

事業の振り返り 
・実施状況は？ 
・成功要因は？ 
・反省点は？ 

13 



  ・全ての健保組合において、統一的な分析が可能となる 

  ・分析可能項目 

    １．レセプト・健診情報等の分析による組合・事業所の健康特性把握 

       ・ 生活習慣病リスク 

       ・ 特定健診・特定保健指導実施率 

    ２．レセプト分析による組合・事業所の医療費特性把握（疾病分類別） 

    ３．意識づけ、保健指導等のための個別項目分析 

       ・ 特定健診項目（５項目）、問診項目（22項目）  

       ・ 健診・レセプト突合分析 

       ・ 高額医療、重複・頻回受診者の抽出 など 

○ 共通基本分析 （レセプト管理・分析システム：平成26年4月より稼働）  

○ まずは健診結果の把握が必要 
  １．特定健診データ（被扶養者や零細事業所の把握が課題） 
  ２．その他のデータ（４０歳未満） 

基本分析で現状を把握する 
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既存の取り組みと基本分析から見える課題  課題解決に向けた方向性 

健康課題を抽出する 
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健康課題に対応した事業を選定する 

特
定
健
診 

事
業 

巡回型イベント型健診 

受診勧奨コール 
特
定
保

健
指
導 

特定保健指導 

体
育 

奨
励 

事
業 

 ウォーキング 

保
健
指
導 

宣
伝
事
業 

 機関誌発行 

医療費適正化対策  

疾
病
予
防
事
業 

ハイリスクアプローチ 

事業所別活動 

喫煙者向け事業 

 婦人科健診 

そ
の
他 

Web版健康管理 

保養所の運営 

これまで実施してきた保健事
業をどう見直すのか？ 
 
既存事業を、 
継続する？拡大？縮小？ 
廃止する？？ 
 
事業主が実施している事業と
の関係は？ 
 
対策が不足している部分はな
いか？ 
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委託事業者を活用する 

個別事業の外部委託 

●メリット ●デメリット 

・コスト削減 ・管理能力の低下 

・業務の効率化 ・自組合内にノウハウの蓄積が困難 

・外部専門事業者のノウハウの活用 ・事業実施に至った背景や歴史、目的の共有が困難 

 ・質の管理が困難 
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委託事業者を活用する 

◆これまで実施してきた保健事業が整理、活用されていない事例 

例：データ分析から計画策定を全て外部事業者に委託した結果、既存の取り組みや資源
等を十分に活用することができていない。（結果として、過去からの取り組みのPDCAを回す
ことができず、真に効率的・効果的な計画策定ができない。） 

 
◆保健事業費が適正に配分されていない事例 

例：分析に多額の費用をかけた結果、個別の保健指導等に費用を配分できず、本来必要
な対策を実施することができていない。 
 
◆委託事業者が実施する保健事業にのみ対応した課題を抽出した事例 

例：重症化予防対策のみに特化した計画を策定した結果、本来必要なポピュレーションア
プローチ等の対策が不十分になっている。 

健康保険組合が実施する外部委託の課題 
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戦略的な外部委託 

 

 

これまで実施してきた保険事業を振り返り、加入者の特徴、特性に応じた健康課題を明確化できるか。 

自組合の強み・弱みを分析し、資源（リソース）を有効活用できるか。 

独自の保険事業を設計するコーディネーターとしての役割の必要性 

 

 

 

委託事業者を活用する 

19 



 

○ 現状把握分析（レセプト管理・分析システム（共通基本分析 ）で対応可能） 

 例）・レセプト・健診情報等の分析による組合・事業所の健康特性把握 

   ・レセプト分析による組合・事業所の医療費特性把握 

   ・意識づけ、保健指導等のための分析 

○ 健康課題、事業目的の明確化 

○ 目標設定 

○ 全般的・個別的な情報提供による意識づけ  

   ・自ら健診結果の内容や相対的な位置づけについて認識を持ってもらう 

   ・個々人の状況に応じた健康増進活動の勧奨や受診勧奨 

○ 特定健診・特定保健指導 

○ 効果測定 

※「松」「竹」「梅」は事業範囲の広さのイメージを示すものであり、制度上の用語ではない。 

 

○ 「梅」 
 
 

○ 加入者（当面は被保険者中心でも可）を相当
程度網羅的にカバーした、リスク別
の健康管理（それぞれに応じた保健
事業の実施） 

 

 

○ 「梅」 
 

○ 重症化予防などの費用対効果の 
 観点等を踏まえた保健事業の実施 

「梅」レベル 

「松」レベル 「竹」レベル 

「データヘルス計画」の実施範囲（イメージ） 

各保険者において、身の丈に応じた事業範囲（レベル）で計画策定・実施 

梅レベルの計画策定については、事例集とモデル計画により自前で作れることを想定 

20 



事業所健康度診断（協会けんぽ） 

協会けんぽでは、保有する健診結果データ、医療費データを活用し、特定保健指導等の対象となる事業主に、全国・県・同業態と
比較した健診結果（メタボ関連リスク保有率等）や医療費を示して、当該事業所における健康づくり意識の醸成や健康づくり事業の
取り組みを支援している。 

名 名

円 円

名 名

円 円

同業態平均（★★県） 10,069 2,237 6,196 1,637

同業態平均（★★県） 15.0%26.4%17.8%43.1%27.1%13.7%

同業態平均（★★県） 1,6386,6363,05011,324

全国平均 13,192 3,867 7,833

★★県

入院医療費 入院外医療費

※全国・ ★★県・

医療費
単位：(円)

御社
23年度 9,541 1,652 6,036 1,853

24年度 11,764

6,813

歯科医療費

1,492

1,426

1,812

1,890

は平成24年度データ同業態

7,488

1,106

御社
23年度

24年度 12,526 3,823

6,116

御社の

13,115 4,200

円）

1,551

／歯科 30,036,250

3,100

7,610 1,607

★★県

6,722 1,942

23年度

／入院外 86,036,080

全国平均 12,763 3,545

円）

円）24年度 総医療費: 199,012,170 （入院

医療費
単位：(円)

入院医療費 入院外医療費

被保険者１人当たりの月平均医療費の比較（0歳～74歳）

24年度 1,067

12,090 3,614 6,925

加入者１人当たりの月平均医療費の比較（0歳～74歳）

23年度 1,351 1,32424年度

平成26年5月2日作成

13.7% 24.9% 44.3% 21.4% 23.9%

御社の 24年度 総医療費: 150,564,540 （入院 39,674,440

歯科医療費

60,738,820 ／入院外 108,237,100

10,264 2,336

11.9% 30.5% 39.2% 13.3% 25.0% 31.1%

全国平均

御社
8.3% 19.0% 47.1% 17.0% 18.1%

24年度

／歯科 24,854,020 円）

ＳＡＭＰＬＥ 様 事業所健康度診断

メタボリック
シンドロームの
リスク保有率

腹囲リスク 血圧リスク 代謝リスク 脂質リスク
喫煙者の
割合

（参考）

生活習慣病のリスク保有率の比較

13.7% 34.1% 39.9% 14.3% 28.1%

10.9%

13.7%

23年度

34.9%

★★県

【事業所健康度診断の例】 
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【背景・目的】 

【事業概要のイメージ】 

【実施内容】 

【今後の展開等】 

中小企業間の事例交換 

宣言をベースとした関係団体等
との連携 

中小企業の健康増進
の底上げ 

協会けんぽ 事業主 コラボ 

膨大な被保険者に対し、健康増進の
対応に苦慮 

厳しい経営等により、健康増進に
かける余裕がない・・ 

小さい会社ほど、生活習慣病予防
健診受診率が低い。 

中小企業（事業主） 協会けんぽ 

被保険者 
 1,963万人 
企業数164万社 
3/4が10人未満 

国民の３人に１
人が加入者 

9人以下企業では28.8％（平成22年） 
（全体では42.2％） 

・健康意識改善 
・健康行動変容 
・健康重視の職場環境づくり 

健康推進宣言！ 

事業主 

事業主 

従業員 

従業員の「見える化」し
た健診結果 

企業の健康リスク保有率の
「見える化」 

♪ 

宣言企業へのフォローイベント
等の実施（WEBも含む） 

将来的な期待できる効果 

協会けんぽ全体1,963万人への波及 

メンタルヘルス、ワークライフバランス改
善にも寄与。 

25年8月から本格勧奨開始し、宣言企業は287社、  
被保険者24,153人が参加している 

中小企業の可能な 
健康増進！ 

中小企業の 

コスト、労力、時間 

実態に即した事例 

に配慮した工夫 

生活習慣病予防ＷＥＢ 

事業主との協働事業「一社一健康宣言」（協会けんぽ大分支部 25年度パイロット事業） 

○協会けんぽ大分支部は、中小企業の健康増進の底上げを図るために、事業主が従業員等の健康増進に取り組むことを内外に宣言して健康経営を
推進することを目的とする支援事業を行っている。この事業の中で、 
  ①大分支部は、協会けんぽが保有する健診結果データ等を提供して事業主の健康意識の改善を図り、健康宣言につなげている。 
  ②事業主は協会けんぽが保有する健診結果データを活用し、従業員の健康意識の改善や行動変容を促して、健康を重視した職場環境 
   づくりに取り組んでいる。 

第 7 5回社会保障審議会医療保険部会 
（ 平 成 2 6 年 5 月 1 9 日 ） 
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糖尿病重症化予防事業 （協会けんぽ広島支部  23年度パイロット事業） 

【対象者】 
 糖尿病を起因とする早期腎症期(２期)、顕性腎症期(３期)、腎不全期(４期)に該当する協会けんぽ広島支部の加入者。レセプト
データを委託業者に提供し、病期を判定した。（病名だけではなく投薬内容・検査項目内容から病期を推定） 

【指導方法】 
 参加者が医師から提供を受ける「指導内容確認書」に記載され
たeGFR値および参加者からのヒアリング内容（知識・理解力等）を
加味し、プログラム内容を決定。 

患者 

かかりつけ医 

指導委託先 
協会けんぽ 
広島支部 

③案内文書の送付 
  ・リーフレット 
  ・参加申込書 
  ・返信用封筒 等 

⑤申込情報送付 

⑧指導内容 
 確認書の記入 

⑩指導
報告書
の送付 

④申込書返信 

期間 病期 内容 

23年度 
12ヵ月 
プログラム 

２期 面談１回、電話17回 

３～４期 面談３回、電話15回 

24年度 
６ヵ月 
プログラム 

２期 面談２回、電話４回以上 

３～４期 面談２回以上、電話６回以上 

【結果】 
人工透析移行者数（平成25年11月時点） 

透析者数 

23年度事業 

（978名） 

指導完了者 （61名） ０名 

中断者 （19名） １名 

不参加者 （898名） 11名 

24年度事業 

（798名） 

指導完了者 （79名） 0名 

中断者 （14名） 0名 

不参加者 （705名） 9名 

【実施方法】 

⑦受診・指導内容 
    確認書の記入依頼 

⑨面談・電
話指導実施 

⑥面談日程調整と
指導内容確認書
送付 

抽出委託先 

①レセプトデータ提供 ②病期判定・対象者抽出 

協会けんぽ広島支部は、糖尿病で治療を受けている者の重症化（人工透析への移行等）を防ぐことを目的に、通院先の医療機関
と保健指導委託先の看護師・保健師が協力・連携し、対象者の自己管理を促すよう、保健指導プログラムを提供している。 

第 7 5回社会保障審議会医療保険部会 
（ 平 成 2 6 年 5 月 1 9 日 ） 
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事業内容ごとに多角的な効果測定を検討（例） 

事業内容（一部抜粋） アウトプット アウトカム 

健診受診率向上施策 
• 年度毎の健診受診率 
• 複数年未受診者率 

• 健診受診者と未受診者の医療費比較 

Web/スマホによる健康情報提
供・行動変容のきっかけ作り 

• 参加者数推移 
• 行動変容した割合（運動習慣・ 
  食事・睡眠等） 
• 行動変容と肥満率の変化 
• 行動変容と内臓脂肪の変化 
• 上記、参加者と非参加者の比較 

• リスク改善率・悪化率 
• リスク改善率・悪化率と医療費の相関 
• 参加者と非参加者の医療費の比較 

肥満対策 
健診前ダイエットプログラム • 参加者数推移 

• 定着率（リバウンドの有無） 
• 参加者（成功者・失敗者含む）の健診数値
推移 

• 成功率 

高緊急・専門医への受診勧奨と
継続管理 

• 未受診者推移 
• 中断者・管理不良者推移（人数） 
• 介入者の行動変容の割合 

• リスク改善率・悪化率 
• リスクレベル毎の医療費推移 
• 高額医療費推移 

前期高齢者対策 
• 参加者数推移 
• 参加者へのアンケートによる講評 

• 前期高齢者医療費推移 
• ジェネリックへの切換え率推移 

重複・頻回受診者是正指導 
• 是正指導と対象人数推移 
  （年代・疾病別の傾向） 

• 対象群の医療費推移 
24 



健康投資・健康経営評価指標の例 

データヘルス計画における評価指標の設定について 

(1)企業の取組に関する評価（プロセス・マネジメント評価）指標 
    ①生活習慣病予防の取組状況 
  ②従業員等に対する情報提供 
  ③各種任意検診の実施状況 
  ④労働時間の適切な管理状況 
  ⑤その他、企業ブランドの向上等につながる事項（※） 
 

 (2)従業員等の行動変容に関する評価（アウトプット評価）指標 
  ①健康診断受診率 
  ②健康診断後の受療率 
  ③その他、企業ブランドの向上等につながる事項（※） 
 

(3)従業員等の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）指標 
  ①医療費 
  ②メタボ改善率 
  ③その他、企業ブランドの向上等につながる事項（※） 

(1)プロセス・マネジメント評価指標 
   ①生活習慣病予防の取組状況 
   ②加入者に対する情報提供 
 
 
 
 

 (2)アウトプット評価指標 

  ③特定健康診査及び特定保健
指導の実施率 

  ④各種任意検診の実施状況 
 

(3)アウトカム評価指標 
  ⑤医療費 
  ⑥メタボ改善率 

  

健康保険組合の取組を 
評価するための指標 

企業の取組を評価するための指標 

※企業と健康保険組合の連携に資する指標とは別に、企業の業績や企業ブランドの向上等の社会的な評価につながる事項を、
「その他、企業ブランドの向上等につながる事項」として整理している。 

第２回次世代ヘルスケア産業協議会（平成26年6月5日）[一部改変] 

 企業が従業員等の健康状態の維持増進に取り組むことは、個々人の生活の質の向上に加え、生産性の向
上や組織の活性化による業績の向上、企業イメージの向上が期待される。 
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秋の｢データヘルス計画｣説明会（健保組合向け）予定 

地域 日時 

北海道 １０月１６日（木） 

広島 １０月２３日（木） 

仙台 １０月２８日（火） 

高松 １１月 ５日（水） 

東京 １１月 ７日（金） 

愛知 １１月１０日（月） 

大阪 １１月１１日（火） 

富山 １１月１３日（木） 

福岡 １１月１７日（月） 

東京 １１月２１日（金） 
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